
地
方
税
法
の
改
正
で

独
自
課
税
が
急
増

地
方
自
治
体
で
独
自
課
税
の
導
入

が
活
発
化
し
た
の
は
、
地
方
分
権
一

括
法
（
注
）
に
よ
り
地
方
税
法
が
改

正
さ
れ
た
00
年
４
月
以
降
の
こ
と
だ
。

改
正
前
に
、
独
自
課
税
を
導
入
し

て
い
た
自
治
体
は
20
団
体
。
そ
れ
が

約
３
年
半
で
、
導
入
自
治
体
は
約
40

団
体
へ
と
倍
増
し
た
。

こ
の
背
景
に
は
、
総
務
省
（
旧
自

治
省
）
の
許
可
事
項
だ
っ
た
独
自
課

税
の
導
入
が
、
一
括
法
の
施
行
で
事

前
協
議
制
に
緩
和
さ
れ
た
こ
と
が
あ

る
。「
法
定
外
税
の
同
意
要
件
に
反
し

て
い
な
い
限
り
、
認
め
る
方
向
に
あ

る
」
と
総
務
省
の
担
当
者
も
話
す
。

税
目
の
種
類
も
多
様
化
し
た
。
税

収
の
使
途
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
受

益
と
負
担
の
関
係
が
明
白
な
「
法
定

外
目
的
税
」
が
新
た
に
創
設
さ
れ
た

こ
と
で
、
選
択
の
幅
が
広
が

っ
た
か
ら
だ
。

実
際
、
従
来
の
課
税
状
況

と
し
て
は
、「
核
燃
料
税
」

や
「
砂
利
採
取
税
」
な
ど
数

種
類
だ
っ
た
が
、
法
定
外
目

的
税
の
創
設
以
後
は
、「
宿

泊
税
」（
東
京
都
）
や
、「
乗

鞍
環
境
保
全
税
」（
岐
阜
県
）

な
ど
が
施
行
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
総
務
省
と
協
議

中
の
も
の
に
「
勝
馬
投
票
券

発
売
税
」（
神
奈
川
県
横
浜
市
）、「
放

置
自
転
車
等
対
策
税
」「
ワ
ン
ル
ー
ム

マ
ン
シ
ョ
ン
税
」（
い
ず
れ
も
東
京
都

豊
島
区
）
な
ど
が
あ
る
。

ま
た
、
導
入
し
た
団
体
が
最
も
多

い
税
目
は
「
産
業
廃
棄
物
税
」
関
連
。

税
制
改
正
後
に
、
11
団
体
が
実
施
に

踏
み
切
っ
て
い
る
。
そ
の
多
く
は
、

リ
サ
イ
ク
ル
関
連
へ
の
投
資
に
税
収

を
活
用
し
て
お
り
、
環
境
問
題
に
関

心
が
集
ま
っ
て
い
る
世
相
を
反
映
し

た
税
だ
。
税
負
担
者
の
理
解
を
比
較

的
得
や
す
い
こ
と
も
理
由
の
ひ
と
つ

で
あ
る
。

税
負
担
者
の
理
解
得
て

成
功
し
た
河
口
湖
の
遊
魚
税

全
国
で
初
め
て
法
定
外
目
的
税
を

導
入
し
た
の
は
山
梨
県
富
士
河
口
湖

町
。
01
年
７
月
に
「
遊
魚
税
」
の
実

施
。
年
間
で
約
４
０
０
０
万
円
の
税

収
入
に
。

地
方
分
権
が
推
進
さ
れ
る
な
か
、地
方
自
治
体
が
独
自
課
税（
法
定
外
税
）導
入
に
積
極
的
な
動
き
を
見

せ
て
い
る
。だ
が
、市
民
や
事
業
者
に
と
っ
て
は
、税
負
担
が
増
す
こ
と
に
な
る
だ
け
に
反
発
も
根
強
い
。

先
行
導
入
し
た
自
治
体
の
事
例
か
ら
、独
自
課
税
の
あ
り
方
を
探
っ
た
。

「
超
ユ
ニ
ー
ク
課
税
」
で

「
自
治
体
強
化
」を
は
か
る
!?
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独
自
課
税
は
自
治
体
に
と
っ
て
の
救
世
主
と
な
る
か
!?
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遊
魚
税
は
、
河
口
湖
で
釣
り
を
楽

し
む
場
合
、
一
人
あ
た
り
一
日
２
０

０
円
の
税
金
を
負
担
す
る
も
の
。
導

入
当
初
は
、「
釣
り
を
す
る
だ
け
な
の

に
、
な
ぜ
税
金
を
払
わ
ね
ば
な
ら
な

い
の
か
」
と
い
っ
た
反
発
が
釣
り
客

か
ら
寄
せ
ら
れ
た
と
い
う
。

こ
う
し
た
声
に
対
し
、
自
治
体
側

は
啓
発
活
動
を
展
開
。
釣
り
雑
誌
で

の
Ｐ
Ｒ
や
漁
協
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
な

ど
を
通
じ
て
、
課
税
の
必
要
性
を
熱

心
に
訴
え
た
。

情
熱
は
人
の
考
え
を
変
え
る
。
今

で
は
釣
り
客
の
理
解
を
得
て
、
計
画

通
り
の
税
収
を
獲
得
し
て
い
る
。

「
税
負
担
者
の
声
を
聞
き
、
そ
れ
に

応
え
た
こ
と
で
、
理
解
を
得
ら
れ
た
」

と
町
役
場
の
堀
内
正
志
さ
ん
（
45
歳
）。

徴
収
し
た
遊
魚
税
は
、
公
衆
ト
イ
レ

の
設
置
や
河
川
掃
除
、
駐
車
場
の
整

備
な
ど
に
使
わ
れ
て
い
る
。

河
口
湖
を
訪
れ
る
の
は
釣
り
客
だ

け
で
は
な
い
。
富
士
の
景
観
を
楽
し

む
観
光
客
も
多
い
。
そ
う
し
た
、
観

光
地
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
に
も
こ
の
税

金
は
使
わ
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
集
め
た
税
金
は
こ
う

し
た
環
境
整
備
に
使
わ
れ
る
。
お
か

げ
で
美
し
い
自
然
を
保
護
す
る
こ
と

が
で
き
、
さ
ら
に
多
く
の
観

光
客
や
釣
り
客
を
誘
致
で
き

る
よ
う
に
な
る
。
結
果
、
地

域
活
性
化
に
も
役
立
つ
、
ま

さ
に
ア
イ
デ
ア
税
と
い
え
る

だ
ろ
う
。

ま
だ
ま
だ
課
題
が
多
い

地
方
自
治
体
の
独
自
課
税

と
は
い
え
、
す
べ
て
の
自

治
体
で
独
自
課
税
を
有
効
に

活
用
で
き
て
い
る
か
と
い
え

ば
、
そ
う
で
も
な
い
。
課
題

が
多
い
の
も
事
実
だ
。

そ
の
ひ
と
つ
が
、
特
定
少
数
者
へ

の
税
負
担
の
集
中
で
あ
る
。
例
え
ば
、

東
京
都
の
「
宿
泊
税
」
が
あ
る
。
02

年
10
月
と
、
比
較
的
早
い
段
階
で
の

施
行
だ
っ
た
が
、
い
ま
だ
に
反
対
者

が
少
な
く
な
い
。

「
観
光
振
興
が
目
的
な
ら
、
な
ぜ
ホ

テ
ル
や
旅
館
だ
け
に
課
税
さ
れ
る
の

か
。
ビ
ジ
ネ
ス
で
の
宿
泊
や
日
帰
り

観
光
も
あ
る
。
そ
れ
に
『
国
際
都
市

東
京
の
魅
力
を
高
め
て
、
観
光
の
振

興
を
図
る
』
と
い
う
目
的
は
、
ど
う

に
で
も
解
釈
で
き
る
。
た
だ
の
増
税

だ
」
と
、
あ
る
ホ
テ
ル
関
係
者
は
語

気
を
荒
げ
る
。

福
岡
県
太
宰
府
市
は
、「
歴
史
と
文

化
の
環
境
税
」
を
導
入
。
市
民
の
賛

同
は
得
ら
れ
た
が
、
一
部
事
業
者
か

ら
反
対
の
声
も
。「
自
治
体
と
し
て
一

丸
と
な
っ
て
取
り
組
む
べ
き
問
題
」

と
太
宰
府
市
で
は
認
識
し
て
お
り
、

方
向
性
と
ベ
ク
ト
ル
合
わ
せ
に
取
り

組
ん
で
い
る
最
中
だ
。

ま
た
、
神
奈
川
県
の
「
臨
時
特
例

企
業
税
」
は
、
外
形
標
準
課
税
が
導

入
さ
れ
る
ま
で
の
臨
時
的
な
措
置
と

し
て
施
行
さ
れ
た
。
04
年
度
か
ら
外

形
標
準
課
税
の
導
入
が
決
ま
っ
た
も

の
の
、
同
県
は
税
率
を
軽
減
し
て
臨

時
特
例
企
業
税
を
存
続
さ
せ
る
意
向

を
示
す
。
県
内
の
経
済
団
体
が
強
く

反
発
し
て
お
り
、
知
事
に
廃
止
の
要

望
書
を
提
出
し
て
い
る
。

国
側
は
、
こ
う
し
た
問
題
を
解
決

す
る
た
め
、
税
の
制
定
前
に
議
会
で

納
税
者
の
意
見
を
聴
衆
す
る
手
続
き

を
実
施
す
る
こ
と
に
。
04
年
度
地
方

税
制
改
正
（
案
）
に
盛
り
込
ん
だ
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
不
況
時
に

増
税
は
実
現
が
難
し
い
。
と
は
い
え
、

特
定
少
数
へ
の
課
税
と
な
る
と
不
公

平
感
が
生
じ
る
。
や
は
り
富
士
河
口

湖
町
の
よ
う
に
、
課
税
の
必
要
性
を

粘
り
強
く
訴
え
る
こ
と
が
重
要
に
な

っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
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■特命リサーチ

（注）地方分権一括法：地方分権改革の柱として、00年4月1日施行。住民にとって身近な行政は、地方が行うべきとの考え方をベースに、地方自治体の自立性と
自主性を推進。475本の法令改正を一括して実施。法定外税（独自課税）の事前協議制への移行もその一環である。


